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改 正 後 改 正 前 

個⑥050      の特別償却に関する明細書【裏面】 
 

 

個⑥050      の特別償却に関する明細書【裏面】 

 

         の特別償却に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）などに規定する各種の特別償却の適用を受ける場合に使用します。 

 なお、平成 20年４月１日以後に締結する所有権移転外リース取引に係る契約により取得した機械設備等については、これらの特別償

却の適用はありません。 

 この明細書は、これらの特別償却の適用を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 標題「      の特別償却に関する明細書」の空白の箇所には、適用を受ける特別償却が措法又は震災特例法などに規定する

いずれの特別償却であるかを、例えば、措法第 11条《特定設備等の特別償却》の適用を受けるときは「特定設備等」、措法第 12条

の２《医療用機器等の特別償却》の適用を受けるときは「医療用機器等」などのように記載します。 

 ⑵ この明細書は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄の記載方法に準じて記載します。 

 ⑶ 「⑥」欄には、所得税法第 42 条又は第 43 条の規定の適用を受けた資産については、実際の取得（製作）価額から国庫補助金等

の金額を控除した金額を記載します。 

 ⑷ 「⑬」欄には、通常の使用時間を超えて使用した機械装置について、所得税法施行令第 133 条の規定による増加償却の特例の適

用を受けることとしたときに、その増加償却費の額を記載します。 

   なお、定率法又は取替法を採用している者が「普通償却費」欄の計算をする場合において、前年（事業の用に供した年）からの

特別償却費の繰越額（前年償却不足額）があるときは、その繰越額は既に償却されたものとみなしてその年分の普通償却費の額を

計算します。 

 ⑸ 「特別償却費」欄の「機械設備等を事業の用に供した年」（⑮～⑰）欄は、機械設備等を取得した日の属する年分の事業所得の計

算上これらの特別償却の適用を受けるときに記載し、「機械設備等を事業の用に供した年の翌年」（⑱～⑲）欄は、機械設備等を事

業の用に供した年の翌年の事業所得の計算上前年から繰り越された特別償却限度額について特別償却の適用を受けるときに記載し

ます。 

   また、「⑮」欄には、機械設備等の取得価額（⑥の金額。ただし、措法第 10条の３に規定する特定の機械設備等などについては、

⑥の金額に所定の割合を乗じて計算した金額）に、特別償却率（（ ％）内に記載します。）を乗じて計算した金額を記載します。 

   (注) 平成 24 年４月１日から平成 26 年３月 31 日までの間に取得等をした集積産業用資産である一定の機械及び装置につき平成

26 年改正前の措法第 11 条の２第１項の規定の適用を受ける場合で、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及

び活性化に関する法律（以下「産業集積法」といいます。）第 19条第１号に掲げる業種に属する事業に係る集積産業用資産（以

下「産業集積法第 19条第１号業種用集積産業用資産」といいます。）の取得価額の合計額が 50億円を超える場合又は産業集積

法第 19条第２号に掲げる業種に属する事業に係る集積産業用資産（以下「農林漁業関連業種用集積産業用資産」といいます。）

の取得価額の合計額が 30億円を超える場合については、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次の算式により計算した金額

に特別償却率（（ ％）内に記載します。）を乗じて計算した金額を「⑮」欄に記載します。 

                                                ⑥ 

    産業集積法第 19 条第１号業種用集積産業用資産の取得価額の合計額 

                                                ⑥ 

    農林漁業関連業種用集積産業用資産の取得価額の合計額  

    なお、次の場合などにおいては、「⑮」欄には、「⑥－⑭」の金額を記載します。 

・ 平成 25 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの間に取得等をした措法第 10 条の２の２第１項第１号イに規定する特定

エネルギー環境負荷低減推進設備等につき、同項の規定の適用を受ける場合 

・ 平成 25年４月１日から平成 27年３月 31日までの間に取得等をした平成 26年改正前の措法第 10条の２の２第１項第１号

ハに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等につき、同項の規定の適用を受ける場合 

・ 産業競争力強化法の施行の日（平成 26年１月 20日）から平成 29年３月 31日までの間に取得等をした措法第 10条の３第

３項に規定する特定生産性向上設備等につき、同項の規定の適用を受ける場合 

・ 平成 26 年４月１日以後に取得等をした一定の減価償却資産につき、震災特例法第 10 条の２第１項の規定の適用を受ける

場合 

・ 東日本大震災復興特別区域法（以下「復興特区法」といいます。）の施行の日（平成 23年 12月 26日）から平成 26年３月

31日までの間に取得等をした産業集積事業用機械装置につき、平成 26年改正前の震災特例法第 10条の２第１項の規定の適

用を受ける場合 

・ 避難等指示が解除された日から同日以後５年を経過する日までの間に取得等をした一定の特定機械装置等につき、震災特

例法第 10条の２の２第１項の規定の適用を受ける場合 

・ 復興特区法の施行の日（平成 23年 12月 26日）から平成 28年３月 31日までの間に取得等をした一定の開発研究用資産に

つき、震災特例法第 10条の５第１項の規定の適用を受ける場合 

なお、この場合の減価償却費について、試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、特別試験

研究費として取り扱われます。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

措法第 10条の２の２、第 10条の３、第 10条の５の２、第 10条の５の３、第 10条の５の５、第 11条、第 11条の２、第 11条の

３、第 12条、第 12条の２、震災特例法第 10条の２、第 10条の２の２、第 10条の２の３、第 10条の５ 等 

ⅰ 産業集積法第 19条第１号業種用集積産業用資産 50億円× 

ⅱ 農林漁業関連業種用集積産業用資産            30億円× 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個⑥051 プログラム等準備金に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥051 事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除

に関する明細書(平成 22年分以降用）【表面】 

個⑥051-1 事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除

に関する明細書(平成 22年分以降用）【表面】 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥051 事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除

に関する明細書(平成 22年分以降用）【裏面】 

 

個⑥051-1 事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除

に関する明細書(平成 22年分以降用）【裏面】 

 

事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が平成 23年 12月改正前の租税特別措置法（以下「旧措法」といいます。）第 10条の４

第３項、第４項及び第６項に規定する事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除の適用を受ける場

合に使用します。 

 なお、この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「①」欄の空欄には、この規定の適用を受ける該当号を記載します。 

 ⑵ 「②」欄及び「③」欄には、その事業基盤強化設備等の耐用年数省令別表第一又は別表第二に定める種類及び

設備の名称を記載します。 

 ⑶ 「⑥」欄には、平成 23 年 12 月改正前の所得税法（以下「旧所法」といいます。）第 42 条又は第 43 条の規定

の適用を受けた資産については、実際の取得（製作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載します。 

 ⑷ 「⑧」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

                      事業所得の金額  

                       総所得金額 

  (注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、旧措法第 10 条から第 10 条

の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（旧措法 41、41の３の２）、政党

等寄附金特別控除（旧措法 41 の 18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（旧措法 41 の 18 の２）、公益社

団法人等寄附金特別控除（旧措法 41の 18の３）、特定震災指定寄附金特別控除（平成 23年 12月改正前の

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「旧震災特例法」といいます。）

８）、住宅耐震改修特別控除（旧措法 41 の 19 の２）、住宅特定改修特別税額控除（旧措法 41 の 19 の３）、

認定長期優良住宅新築等特別税額控除（旧措法 41 の 19 の４）、電子証明書等特別控除（平成 25 年改正前

の措法 41の 19の５）、外国税額控除（旧所法 95）などの規定を適用しないで計算した額です。 

    ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額です。 

⑸ 「⑩」欄の内書には、旧措法第 10条の４第３項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額

のうち同条第 1 項に規定する情報基盤強化設備等がある場合に、当該情報基盤強化設備等の「⑦」欄の金額の

合計額を記載します。 

⑹ 「⑬」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「㊱」欄のＢの金額を記載します。 

⑺ 「⑱」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「㉟」欄のＢの金額を記載します。 

⑻ 「㉘」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「㊲」欄のＢの金額を記載します。 

⑼ 「㉝」欄の外書には、旧措法第 10条の６の所得税の額から控除される特別控除額の特例の規定の適用を受け

る場合（旧震災特例法第 10条の４などの規定により読み替えて適用される場合を含みます。）に、「所得税の額

から控除される特別控除額に関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の金額を記載します。 

  この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて書きます。 

⑽ 「㉑」欄には、本年分の必要経費に算入される教育訓練費の額（教育訓練に充てるために他の者から支払を

受ける金額を控除した額）を記載します。 

⑾ 「㉕」欄は、「㉔」欄の記載がない場合には「㉑×㉓」の金額を記載し、「㉔」欄の記載がある場合には「㉑

×㉔」の金額を記載します。 

⑿ 「設備の概要」欄には、その設備が事業基盤強化設備等に該当することの詳細を記載します。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  旧措法 10条の４、平成 23年 12月所法等改正法附則第 47条 

総所得金額に係る所得税額 × 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

個⑥054 事業基盤強化設備を対象事業の用に供しなくなった場合のリー

ス特別控除取戻税額に関する明細書  
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥054 エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額

の特別控除に関する明細書（平成 22年分以降用）【表面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個⑥054-1 エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額

の特別控除に関する明細書（平成 22年分以降用）【表面】 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥054 エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額

の特別控除に関する明細書（平成 22年分以降用）【裏面】 

 

 
 

個⑥054-1 エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額

の特別控除に関する明細書（平成 22年分以降用）【裏面】 

 

エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が平成 23 年 12 月改正前の租税特別措置法（以下「旧措法」といいます。）第 10 条

の２の２第３項及び第４項に規定する所得税額の特別控除を受ける場合に使用します。 

 なお、この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

(注)  エネルギー需給構造改革推進設備に事業の用に供する部分以外の部分がある場合は、税務署におたずね

ください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「①」欄の「第 号 」の空欄には、エネルギー需給構造改革推進設備が旧措法第 10条の２の２第１項各

号のいずれに該当するかを記載します。 

 ⑵ 「②」欄から「④」欄には、そのエネルギー需給構造改革推進設備の耐用年数省令別表第一又は別表第二

に定める種類、構造、設備の種類、細目等を記載します。 

 ⑶ 「⑦」欄には、所得税法（以下「所法」といいます。）第 42条又は第 43条の規定の適用を受けた資産につ

いては、実際の取得（製作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載します。 

 ⑷ 「⑧」欄には、旧措法第 10 条の２の２第１項第１号ハ又は第３号に掲げる減価償却資産について、「⑦」

欄の金額に 50/100を乗じて計算した金額を記載します。 

 ⑸ 「⑪」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

                      事業所得の金額  

                       総所得金額 

  (注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、租税特別措置法（以下「措

法」といいます。）第 10条から第 10条の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等

特別控除（措法 41、41の３の２）、政党等寄附金特別控除（措法 41の 18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特

別控除（措法 41の 18の２）、公益社団法人等寄附金特別控除（措法 41の 18の３）、特定震災指定寄附

金特別控除（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」

といいます。）８）、住宅耐震改修特別控除（措法 41 の 19 の２）、住宅特定改修特別税額控除（措法 41

の 19 の３）、認定（長期優良）住宅新築等特別税額控除（措法 41 の 19 の４）、電子証明書等特別控除

（平成 25 年改正前の措法 41 の 19 の５）、外国税額控除（所法 95）及び震災特例法第 10 条の２から第

10条の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算した額です。 

    ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額で

す。 

⑹ 「⑭」欄及び「⑲」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「㉙」欄及び「㉘」

欄のＢの金額を記載します。 

⑺ 「㉔」欄の外書には、措法第 10条の６の所得税の額から控除される特別控除額の特例の規定の適用を受け

る場合（震災特例法第 10条の４などの規定により読み替えて適用される場合を含みます。）に、「所得税の額

から控除される特別控除額に関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の金額を記載します。 

  この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて書きます。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  旧措法第 10条の２の２、平成 23年 12月所法等改正法附則第 45条 

総所得金額に係る所得税額 × 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥055-1 エネルギー環境負荷低減推進設備等を所得した場合の所得

税額の特別控除に関する明細書【表面】 

 

 

個⑥055-1 エネルギー環境負荷低減推進設備等を所得した場合の所得税

額の特別控除に関する明細書【表面】 

 

 

 

 

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 
                                                    

租税特別措置法第 10条の２の２第１項各号の該当号 ① 第   号 第   号 第   号 第   号 第   号 

資 
 
 

産 
 
 

区 
 
 

分 

種 類 ②      

構 造 、 設 備 の 種 類 又 は 区 分 ③      

細 目 ④      

取 得 年 月 日 ⑤ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 

事 業 の 用 に 供 し た 年 月 日 ⑥ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 

取 得 価 額 又 は 製 作 価 額 ⑦ 
円 円 円 円 円 

所 得 税 額 の 特 別 控 除 額 の 計 算 

本 
 
 
 
 
 
 
 

年 
 
 
 
 
 
 
 

分 

取 得 価 額 の 合 計 額 

（⑦の合計）   
⑧ 

円 

前 
 
 

年 
 
 

繰 
 
 

越 
 
 

分 

差 引 本 年 税 額 基 準 額 残 額 

（⑪ − ⑫） 
⑮ 

円 

税 額 控 除 限 度 額 

（⑧ ×      ） 
⑨  繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 

（㉑の「平成 年分」） 
⑯  

事 業 所 得 に 係 る 所 得 税 額 ⑩  
同上のうち本年繰越税額控除可能額 

（⑮と⑯のうち少ない金額） 
⑰  

本 年 税 額 基 準 額 

（⑩ ×       ） 
⑪  

所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑱ 
 

本 年 税 額 控 除 可 能 額 

（⑨と⑪のうち少ない金額） 
⑫  

本 年 繰 越 税 額 控 除 額 

（⑰ − ⑱） 
⑲  

所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑬  

所 得 税 額 の 特 別 控 除 額 

（⑭ ＋ ⑲） 
⑳  本 年 税 額 控 除 額 

（⑫ − ⑬） 
⑭  

翌 年 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算 

年     分 

前 年 繰 越 額 又 は 

本 年 税 額 控 除 限 度 額 
本 年 控 除 可 能 額 等 

翌 年 繰 越 額 

（㉑-㉒） 

㉑ ㉒ ㉓ 

平成   年分 

（ 前 年 分 ） 

円 （⑰の金額）            
 

本  年  分 
（⑨の金額） （⑫の金額） 外               円 

合     計    

機 械 設 備 等 の 概 要 

 

 

（平成   年分） 氏 名              

7 
100   

20 
100   
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改 正 後 改 正 前 

個⑥055-1 エネルギー環境負荷低減推進設備等を所得した場合の所得

税額の特別控除に関する明細書【裏面】 

 

 

個⑥055-1 エネルギー環境負荷低減推進設備等を所得した場合の所得税

額の特別控除に関する明細書【裏面】 

 
 

 

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第10条の２の２第３項及び第

４項（平成26年改正前又は平成25年改正前の租税特別措置法（以下「旧措法」といいます。）第10条の２の

２第３項及び第４項を含みます。）に規定する所得税額の特別控除を受ける場合に使用します。 

なお、この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

 ただし、平成25年４月１日以後に取得等したエネルギー環境負荷低減推進設備等にあっては、その取得等

に充てるための国又は地方公共団体の補助金等をもって取得等をしたものについては、この制度の適用はあ

りません。 

(注) エネルギー環境負荷低減推進設備等に事業の用に供する部分以外の部分がある場合は、税務署におた

ずねください。 

１ 記載要領 

(1) 「①」欄の「第  号」の空欄には、エネルギー環境負荷低減推進設備等が（旧）措法第10条の２の２

第１項各号のいずれに該当するかを記載します。 

(2) 「②」欄から「④」欄には、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の耐用年数省令別表第一又は別

表第二に定める種類、構造、設備の種類、細目等を記載します。 

(3) 「⑦」欄には、所得税法（以下「所法」といいます。）第42条又は第43条の規定の適用を受けた資産

については、実際の取得（製作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載します。 

(4) 「⑩」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 
 

     総所得金額に係る所得税額 × 
事業所得の金額

総所得金額
  

 

(注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、（旧）措法第10条

から（旧）第10条の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（（旧）

措法41、41の３の２）、政党等寄附金特別控除（（旧）措法41の18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特

別控除（（旧）措法41の18の２）、公益社団法人等寄附金特別控除（（旧）措法41の18の３）、特

定震災指定寄附金特別控除（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律（以下「震災特例法」といいます。）８）、住宅耐震改修特別控除（（旧）措法41の19の２）、

住宅特定改修特別税額控除（（旧）措法 41の 19の３）、認定（長期優良）住宅新築等特別税額

控除（（旧）措法 41の 19の４）、電子証明書等特別控除（旧措法41の19の５）、外国税額控除（所

法95）及び震災特例法第10条の２から第10条の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用

しないで計算した額です。 

  ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の 

合計額です。 

(5) 「⑬」欄及び「⑱」欄には、それぞれ「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の 

 「⑬」欄及び「⑫」欄のＢの金額を記載します。 

(6) 「○23」欄の外書には、（旧）措法第10条の６の所得税の額から控除される特別控除額の特例の規定の

適用を受ける場合（震災特例法第10条の４などの規定により読み替えて適用する場合を含みます。）

に、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の金額を

記載します。 

この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて書きます。 

２  提出先 

 納税地を所轄する税務署長 

３  根拠条文 

 措法第10条の２の２、旧措法第10条の２の２ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥055-2 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の

所得税額の特別控除に関する明細書（平成 22年分以降用）【表面】 

 

 

個⑥055-2 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の

所得税額の特別控除に関する明細書（平成 22年分以降用）【表面】 

 

 

 

（
平
成
22
年
分
以
降
用
） 

 

 
 
 
（平成   年分）                                 氏 名            

資

産

区

分 

種 類 ①    

構造、用途又は設備の種類 ②    

取 得 年 月 日 ③ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 

事業の用に供した年月日 ④ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 

取 得 価 額 又 は 製 作 価 額 ⑤ 

円 円 円 

所

得

税

額

の

特

別

控

除

額

の

計

算 

本

年

取

得

分 

取 得 価 額 の 合 計 額 

（⑤の合計） 
⑥   

円 

同上のうち建物及び 

その附属設備に係る額 
⑦    

税 額 控 除 限 度 額 

（(⑥－⑦)×
15   
100 ＋⑦×

8   
100） 

⑧    

事業所得に係る所得税額 ⑨    

本 年 税 額 基 準 額 

（⑨× 20   
100） 

⑩    

本年税額控除可能額 

(⑧と⑩のうち少ない金額) 
⑪    

所得税額超過構成額 ⑫    

本 年 税 額 控 除 額 

（⑪－⑫） 
⑬    

前

年

繰

越

分 

差引本年税額基準額残額 

（⑩－⑪） 
⑭    

繰越税額控除限度超過額 

（○26 の計） 
⑮    

同上のうち本年繰越 
税 額 控 除 可 能 額 
(⑭と⑮のうち少ない金額) 

⑯    

所得税額超過構成額 ⑰    

本年繰越税額控除額 

（⑯－⑰） 
⑱    

所得税額の特別控除額 

（⑬＋⑱） 
⑲    

 

 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 

翌

年

繰

越

税

額

控

除

限

度

超

過

額

の

計

算 

取

得

に

係

る

も

の 

年  分 

前 年 繰 越 額 
又は本年税額 
控 除 限 度 額 

本 年 控 除 

可 能 額 等 
翌年繰越額 
（⑳－○21 ） 

⑳ ㉑ ㉒ 

平成 年分 
（４年前） 

円 円  

平成 年分 
（３年前） 

 
 外 円 

平成 年分 
（２年前） 

 
 外 

平成 年分 
（前年） 

 
 外 

計    

本 年 分 
（⑧の金額） （⑪の金額） 外 

合 計    

リ

ー

ス

に

係

る

も

の 

年  分 
前 年 繰 越 額 

本 年 控 除 
可 能 額 等 

翌年繰越額 
（㉓－㉔） 

㉓ ㉔ ㉕ 

平成 年分 
（４年前） 

円 円  

平成 年分 
（３年前） 

 
 外 円 

平成 年分 
（２年前） 

 
 外 

平成 年分 
（前年） 

 
 外 

計    

合

計 

年  分 

前 年 繰 越 額 
又は本年税額 
控 除 限 度 額 

本 年 控 除 

可 能 額 等 
翌年繰越額 
（○26 －○27 ） 

㉖ ㉗ ㉘ 

平成 年分 
（４年前） 

円 円  

平成 年分 
（３年前） 

 
 外 円 

平成 年分 
（２年前） 

 
 外 

平成 年分 
（前年） 

 
 外 

計 
 （⑯の金額） 

 

本 年 分 
（⑧の金額） （⑪の金額） 外 

合 計    

設
備
等
の
概
要 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥055-2 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等

の所得税額の特別控除に関する明細書（平成 22年分以降用）【裏面】 

 

 

個⑥055-2 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の

所得税額の特別控除に関する明細書（平成 22年分以降用）【裏面】 
 

 

 

沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が平成24年改正前の租税特別措置法（以下「旧措法」といいます。）第10条の４第３項及び第４項に

規定する沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を取得した場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

 なお、次に掲げる年分において、所得税額がないためその後の年分に繰り越して税額控除の適用を受けようとする場合にも、

この明細書を提出しなければならないので、ご注意ください。 

① 経営革新設備等を事業の用に供した年分（供用年） 

② 供用年後の繰越税額控除限度超過額がある年分 

１ 記載要領 

⑴  「①」欄及び「②」欄には、経営革新設備等の耐用年数省令別表第一又は別表第二に定める種類、構造、設備の種類の名

称を記載します。 

⑵ 「⑤」欄には、所得税法（以下「所法」といいます。）第42条又は第43条の規定の適用を受けた資産については、実際の取

得（製作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載します。 

⑶ 「⑨」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

     総所得金額に係る所得税額 ×
事業所得の金額                
総所得金額

 

(注) １ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、租税特別措置法（以下「措法」といい

ます。）第10条から第10条の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（措法41、41の３

の２）、政党等寄附金特別控除（措法41の18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（措法41の18の２）、公益社団法人

等寄附金特別控除（措法41の18の３）、特定震災指定寄附金特別控除（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）８）、住宅耐震改修特別控除（措法41の19の２）、住宅

特定改修特別税額控除（措法41の19の３）、認定（長期優良）住宅新築等特別税額控除（措法41の19の４）、電子証明

書等特別控除（平成25年改正前の措法41の19の５）、外国税額控除（所法95）及び震災特例法第10条の２から第10条

の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算した額です。 

    ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額です。 

⑷ 「⑫」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「㉗」欄のＢの金額を記載します。 

⑸ 「⑰」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「㉖」欄のＢの金額を記載します。 

⑹ 「⑳（又は㉓、㉖）」の「計」までの各欄には、前年分のこの明細書の「㉒ (又は㉕、㉘)」の金額を記載します。 

⑺ 「㉒（又は㉕、㉘）」の外書には、措法第10条の６の所得税の額から控除される特別控除額の特例の適用を受ける場合（震

災特例法第10条の４などの規定により読み替えて適用する場合を含みます。）に、「所得税の額から控除される特別控除額に関

する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の各欄の金額を記載します。 

  この場合において、「計」及び「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて書きます。 

⑻ 「㉓」～「㉕」の各欄は、平成19年改正前の租税特別措置法施行令第５条の７第４項に規定するリース契約が平成20年３月

31日以前に締結されたものである場合に限り記載してください。  

⑼ 「設備等の概要」欄には、設備等が経営革新設備等に該当することの詳細を記載します。 

２ 提出先 

 納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

 旧措法第10条の４、平成24年措法等改正法附則第７条 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個⑥058 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を事業の用に供しなくな

った場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 

 

 

 

 

 

個⑥059 沖縄の特定中小企業者の経営革新設備に係るリース資産の使用

状況等に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥058 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明

細書【表面】 

 

 

 

 

個⑥059-1 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明

細書【表面】 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥058 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明

細書【裏面】 

 

 

個⑥059-1 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明

細書【裏面】 

 

 

雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が平成 25年改正前の租税特別措置法（以下「旧措法」といいます。）第 10条の５

第１項、第２項及び第４項に規定する雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除を受ける場合に使用し

ます。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「②」欄の適用年の前年の 12月 31日における雇用者の数が０である場合には、「④」欄は記載しません。 

この場合には、「比較給与等支給額（⑭＋（⑭×⑮×④×30/100））」は、「⑭＋（⑭×⑮×④×30/100）」

とあるのを「⑭＋（⑭×⑮×30/100）」として計算した金額を記載します。 

 ⑵ 「⑧」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

                      事業所得の金額  

                       総所得金額 

 (注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、旧措法第 10 条から第

10 条の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（旧措法 41、41 の３

の２）、政党等寄附金特別控除（旧措法 41 の 18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（旧措法 41 の

18の２）、公益社団法人等寄附金特別控除（旧措法 41の 18の３）、特定震災指定寄附金特別控除（平

成 25 年改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「旧震

災特例法」といいます。）８）、住宅耐震改修特別控除（旧措法 41 の 19 の２）、住宅特定改修特別税

額控除（旧措法 41の 19の３）、認定長期優良住宅新築等特別税額控除（旧措法 41の 19の４）、電子

証明書等特別控除（旧措法 41 の 19 の５）、外国税額控除（平成 25 年改正前の所得税法 95）及び旧

震災特例法第10条の２から第10条の４までの所得税額の特別控除の規定などを適用しないで計算し

た額です。 

    ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額

です。 

⑶ 「⑨」欄には、その適用を受ける個人が中小企業者である場合には「10又は」を、その他の場合には「又

は 20」を抹消します。 

  なお、中小企業者とは、常時使用する従業員の数が 1,000人以下の個人をいいます。 

⑷ 「⑪」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額の明細書」の「○25」欄のＢの金額を記載します。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  旧措法第 10条の５、平成 25年所法等改正法附則第 36条 

総所得金額に係る所得税額 × 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥059 特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の

特別控除に関する明細書【表面】 

 

個⑥059-2 特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の

特別控除に関する明細書【表面】 

 

 

特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

（平成   年分）          氏 名 

経営の改善に関する指導及び助言を 

受けた認定経営革新等支援機関の名称  
① 

   
 

 

事 業 名 ② 
   

 
 

資 
 

産 
 

区 
 

分 

 
③      

 
④      

 
⑤ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 

 ⑥ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 

取 得 価 額 又 は 製 作 価 額  ⑦ 
円 円 円 円 円 

 

本 
 
 
 

年 
 
 
 

分 

取 得 価 額 の 合 計 額 

（⑦の合計） 
⑧ 

円 

前 
 

年 
 

繰 
 

越 
 

分 

差引本年税額基準額残額 

（⑪－⑫） 
⑮ 

円 

税 額 控 除 限 度 額 

（⑧×７／100） 
⑨  

繰越税額控除限度超過額 

（㉑の「平成   年分」） 
⑯  

事業所得に係る所得税額 ⑩  
同上のうち本年繰越税額控除可能額  

（⑮と⑯のうち少ない金額）  
⑰  

本 年 税 額 基 準 額 

（⑩×20／100） 
⑪  所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑱  

本 年 税 額 控 除 可 能 額 

（⑨と⑪のうち少ない金額）  
⑫  

本 年 繰 越 税 額 控 除 額 

（⑰－⑱） 
⑲  

所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑬  
所 得 税 額 の 特 別 控 除 額 

（⑭＋⑲） 
⑳  

本 年 税 額 控 除 額 

（⑫－⑬） 
⑭  

翌 年 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算  

年    分 

前 年 繰 越 額 又 は 

本 年 税 額 控 除 限 度 額 
本 年 控 除 可 能 額 等 

翌 年 繰 越 額 

（㉑－㉒） 

㉑ ㉒ ㉓ 

平成  年分 

（前年分） 

円 

 

(⑰の金額)          円 

 
 

本  年  分 
(⑨の金額) 

 

(⑫の金額) 

 

外               円 

 

合    計    

設 備 の 概 要  

 

 

 

 

所 得 税 額 の 特 別 控 除 額 の 計 算 

種 類 

 

設 備 の 名 称 

取 得 年 月 日 

指定事業の用に供した年月日 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥059 特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の

特別控除に関する明細書【裏面】 

 

 

個⑥059-2 特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の

特別控除に関する明細書【裏面】 

 

 

特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告書を提出する個人が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第 10条の５

の３第３項及び第４項に規定する特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除の

適用を受ける場合に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

⑴ 「②」欄には、租税特別措置法施行令第５条の６の３又は租税特別措置法施行規則第５条の 10に規

定する事業名を記載します。 

⑵ 「③」欄及び「④」欄には、経営改善設備の耐用年数省令別表第一に定める種類、構造の名称を記

載します。 

⑶  「⑦」欄には、所得税法（以下「所法」といいます。）第 42条又は第 43条の規定の適用を受けた資

産については、実際の取得（製作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載します。 

⑷ 「⑩」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

     総所得金額に係る所得税額 × 
事業所得の金額            
総所得金額

 

(注) １ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、措法第 10 条

から第 10条の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（措法

41、41の３の２）、政党等寄附金特別控除（措法 41の 18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控

除（措法 41の 18の２）、公益社団法人等寄附金特別控除（措法 41の 18の３）、住宅耐震改

修特別控除（措法 41の 19の２）、住宅特定改修特別税額控除（措法 41の 19の３）、認定住

宅新築等特別税額控除（措法 41の 19の４）、外国税額控除（所法 95）及び東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）

第 10条の２から第 10条の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算した

額です。 

   ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額

の合計額です。 

⑸ 「⑬」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑲」欄のＢの金額を記

載します。 

⑹ 「⑱」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑱」欄のＢの金額を記

載します。 

⑺ 「㉓」欄の外書きには、措法第 10条の６の所得税の額から控除される特別控除額の特例の規定の適

用を受ける場合（震災特例法第 10条の４などの規定により読み替えて適用する場合を含みます。）に、

「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の各欄の金額

を記載します。 

  この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて書きます。 

⑻ 「設備の概要」欄には、その設備が経営改善設備に該当することの詳細を記載します。 

２ 提出先 

 納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

 措法第 10条の５の３ 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個⑥060 情報通信機器等を取得した場合等の所得税額の特別控除に関す

る明細書（本表） 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個⑥061 情報通信機器等に係る繰越税額控除限度超過額の計算上控除さ

れる金額に関する明細書（付表） 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 

 

 

個⑥062 情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別

控除取戻税額に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥060 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明

細書(平成 26年分以降） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成  年分）          氏 名 

 

基

準

雇

用

者

数

の

計

算  

適 用 年 の 1 2 月 3 1 日 に 

お け る 雇 用 者 の 数 
① 

 

所

得

税

額

の

特

別

控

除

額

の

計

算 

税 額 控 除 限 度 額 

（40万円×④） 

（⑧＜⑨の場合は０） 

⑩ 

円 

適用年の前年の12月31日

に お け る 雇 用 者 の 数 
② 

 
本 年 分 の 事 業 所 得 に 

係 る 所 得 税 額 
⑪ 

 

同 上 の う ち 適 用 年 の 
1 2 月 3 1 日 に お い て 
高 年 齢 雇 用 者 に 
該 当 す る 者 の 数 

③ 

 本 年 税 額 基 準 額 

（⑪×
10 又は 20

100 ） 
⑫ 

 

基 準 雇 用 者 数 

（①－（②－③）） 
④ 

（赤字のときは０） 
本 年 税 額 控 除 可 能 額  

（⑩と⑫のうち少ない金額） 
⑬ 

 

基 準 雇 用 者 割 合 

（ ④

②−③
 ） 

⑤ 

 

所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑭ 

 

給
与
等
支
給
額
の
計
算 

適 用 年 に お け る 

給 与 等 の 支 給 額 
⑥ 

円 

所得税額の特別控除額 

（⑬－⑭） 
⑮ 

 

同 上 の う ち 適 用 年 の 
1 2 月 3 1 日 に お い て 
高 年 齢 雇 用 者 に 
該当する者に係る金額 

⑦ 

  

給 与 等 支 給 額 

（⑥－⑦） 
⑧ 

 

比 較 給 与 等 支 給 額 

（㉑） 
⑨ 

 

比  較  給  与  等  支  給  額  の  計  算 

適用年の前年分 
適用年の前年分 

の給与等支給額 

⑰のうち適用年の 
12月 31日において
高 年 齢 雇 用 者 に 
該 当 す る 者 
に 係 る 金 額 

差 引 金 額 

（⑰－⑱） 

12

⑯の月数
 

比較給与等支給額 

（⑲×⑳＋ 

（⑲×⑳×⑤×
30

１００
）） 

⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ 

平 成   年 分 

円 円 円 12

    
 

円 

 

雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

人 

 

 
 

 
 

 

（
平
成
26
年
分
以
降
用
） 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第10条の５に規定する雇用者の数が増加

した場合の所得税額の特別控除を受ける場合に使用します。 

この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「②」欄の適用年の前年の12月31日における雇用者の数が０である場合には、「⑤」欄は記載しません。   

この場合には、「比較給与等支給額（⑲×⑳＋(⑲×⑳×⑤×
30  
100

））」は、「⑲×⑳＋(⑲×⑳×⑤×
30  
100

）」

とあるのを「⑲×⑳＋（⑲×⑳×
30  
100

）」として計算した金額を記載します。 

⑵  「⑪」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

     総所得金額に係る所得税額 × 
事業所得の金額

           
総所得金額

 

 

 (注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、措法第10条から第10条

の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（措法41、41の３の２）、政

党等寄附金特別控除（措法41の18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（措法41の18の２）、公益社団

法人等寄附金特別控除（措法41の18の３）、住宅耐震改修特別控除（措法41の19の２）、住宅特定改修

特別税額控除（措法41の19の３）、認定住宅新築等特別税額控除（措法41の19の４）、外国税額控除（所

得税法95）及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の２から

第10条の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算した額です。 

２  上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額

です。 

⑶  「⑫」欄は、その適用を受ける個人が中小企業者である場合には「10又は」を、その他の場合には「又は

20」を抹消します。 

    なお、中小企業者とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。 

⑷  「⑭」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額の明細書」の「⑰」欄のＢの金額を記載します。 

２ 提出先 

    納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

   措法第10条の５ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥061 国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る所得税額の

特別控除に関する明細書 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成  年分）          氏 名 

適 用 年 に お い て 取 得 等 を し た 生 産 等 資 産 の う ち 
当 該 適 用 年 の 1 2 月 3 1 日 に お い て 有 す る も の の 取 得 価 額 の 合 計 額 

① 
円 

 

 

資  

 

産  

 

区  

 

分  

 

設 備 の 種 類 ②      

機 械 等 の 名 称 ③      

取 得 年 月 日 ④ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 

事業の用に供した年月日 ⑤ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 

取 得 価 額 又 は 製 作 価 額 ⑥ 
円 円 円 円 円 

所  得  税  額  の  特  別  控  除  額  の  計  算 

取 得 価 額 の 合 計 額 

（⑥の合計） 
⑦ 

円 本 年 税 額 基 準 額 

（⑨×
20

100
） ⑩ 

円 

税 額 控 除 限 度 額 

（⑦×
３

100
） 

（①≦⑭の場合又は①≦⑱の場合は０）  

⑧ 

 
本 年 税 額控 除 可 能 額 

（⑧と⑩のうち少ない金額 ） 
⑪ 

 

事業所得に係る所得税額 ⑨  所得税額超過構成額  ⑫ 
 

 
所得税額の特別控除額 

（⑪－⑫） 
⑬ 

 

償 却 費 と し て 必 要 経 費 に 算 入 す る 金 額 ⑭  

比  較  取  得  資  産  総  額  等  の  計  算 

適用年の前年において取得等をした生産等資産のうち当該適用
年の前年の 12 月 31 日において有するものの取得価額の合計額 

⑮ 
円 

12 

事業を営んでいた月数 
⑯ 

12 

 

比 較 取 得 資 産 総 額 

（⑮×⑯） 
⑰ 

円 

比 較 取 得 資 産 総 額 の 1 1 0 ％ 相 当 額 

（⑰×
110

100
） 

⑱  

機   械   等   の   概   要 

 

 

 

国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第 10 条の５の２第３

項に規定する国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る所得税額の特別控除の適用を受ける

場合に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

⑴ 「②」欄には、生産等資産の耐用年数省令別表第二に定める設備の種類を記載します。 

⑵ 「⑥」欄には、所得税法（以下「所法」といいます。）第 42条又は第 43条の規定の適用を受

けた資産については、実際の取得（製作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載し

ます。 

⑶  「⑨」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

     総所得金額に係る所得税額 × 
事業所得の金額                
総所得金額

 

(注) １ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、措法第

10 条から第 10 条の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別

控除（措法 41、41 の３の２）、政党等寄附金特別控除（措法 41 の 18）、認定ＮＰＯ法

人等寄附金特別控除（措法 41 の 18 の２）、公益社団法人等寄附金特別控除（措法 41

の 18の３）、住宅耐震改修特別控除（措法 41 の 19 の２）、住宅特定改修特別税額控除

（措法 41の 19の３）、認定住宅新築等特別税額控除（措法 41の 19の４）、外国税額控

除（所法 95）及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律第 10条の２から第 10条の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計

算した額です。 

   ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得

金額の合計額です。 

⑷ 「⑫」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑱」欄のＢの金

額を記載します。 

⑸ 「⑭」欄には、個人がその有する減価償却資産につき、その適用年においてその償却費として

必要経費に算入する金額（所得税法その他の所得税に関する法令の規定（措法第 10 条の５の２

第１項及び第２項の規定を除きます。）により、必要経費として計算した金額をいいます。）を記

載します。 

⑹ 「機械等の概要」欄には、減価償却資産が生産等資産である機械及び装置に該当することの詳

細を記載します。 

２ 提出先 

 納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

 措法第 10 条の５の２ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥062 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に

関する明細書 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成  年分）          氏 名 

 
雇 用 者 給 与 等 支 給 額 ① 

円  税 額 控 除 限 度 額 

（③×
10

100
） 

（①＜⑤の場合又は⑥≦⑦の場合は０）  

⑧ 

円 

基準雇用者給与等支給額 
（⑰） 

② 
 

事業所得に係る所得税額 ⑨  

雇用者給与等支給増加額 
（①－②） 

③ 

（赤字のときは０） 本 年 税 額 基 準 額 

（⑨×     ） 
⑩ 

 

雇用者給与等支給増加割合 

（  ③ 

②
 ） 

④ 
 

本 年 税 額 控 除 可 能 額 
（⑧と⑩のうち少ない金額）  

⑪ 
 

比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 
（ ○21  ） 

⑤ 
円 

所 得 税 額 超 過 構 成 額  ⑫  

平 均 給 与 等 支 給 額 
（ ㉗のＡ ） 

⑥  所得税額の特別控除額 
（⑪－⑫） 

⑬  

比 較 平 均 給 与 等 支 給 額 
（ ㉗のＢ ） 

⑦   

基 準 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 の 計 算  

基 準 年 分 
基準年分の国内雇用者に 
対する給与等の支給額 

12 

⑭の月数 

基準雇用者給与等支給額 
（⑮×⑯） 

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ 

平 成   年 分 
円 12 円 

比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 の 計 算  

適 用 年 の 前 年 分 
適 用 年 の 前 年 分 の 
国 内 雇 用 者 に 対 す る 
給 与 等 の 支 給 額 

12 

⑱の月数 

比較雇用者給与等支給額 
（⑲×⑳） 

⑱ ⑲ ⑳ ㉑ 

平 成   年 分 
円 12 円 

平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算  

 

平均給与等支給額の計算 比較平均給与等支給額の計算 

適 用 年 適 用 年 の 前 年 

Ａ Ｂ 

雇 用 者 給 与 等 支 給 額 ㉒ 
（①の金額）        円 

 

（⑲の金額）        円 

同 上 の う ち 一 般 被 保 険 者 で あ る 
継 続 雇 用 者 に 係 る 金 額 

㉓ 
  

同 上 の う ち 継 続 雇 用 制 度 
対 象 者 に 係 る 金 額 

㉔   

継 続 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 
（ ㉓－㉔ ） 

㉕   

月 別 支 給 対 象 者 の 合 計 数 ㉖ 人 人 

平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額 

（ 
 ㉕ 

㉖
 ） 

㉗ 
円 円 

 

雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

支

給

増

加

額

の

計

算 

雇

用

者

給

与

等 

所

得

税

額

の

特

別

控

除

額

の

計

算 

10又は 20 

100 

平均給与等支給額の計算 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第10条の５の４に規定する雇用者給与等

支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を受ける場合に使用します。 

この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

⑴ 「⑧」欄は、「④」に記載した割合が次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合未満である場合

には、「０」と記載します。 

イ 平成26年分又は平成27年分  0.02 

ロ 平成28年分         0.03 

ハ 平成29年分又は平成30年分  0.05 

 ⑵ 「⑨」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

     総所得金額に係る所得税額 × 
事業所得の金額

           
総所得金額

 

 

 (注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、措法第10条から第10条

の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（措法41、41の３の２）、政

党等寄附金特別控除（措法41の18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（措法41の18の２）、公益社団

法人等寄附金特別控除（措法41の18の３）、住宅耐震改修特別控除（措法41の19の２）、住宅特定改修

特別税額控除（措法41の19の３）、認定住宅新築等特別税額控除（措法41の19の４）、外国税額控除（所

得税法95）及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の２から

第10条の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算した額です。 

２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額

です。 

⑶  「⑩」欄は、その適用を受ける個人が中小企業者である場合には「10又は」を、その他の場合には「又は

20」を抹消します。 

    なお、中小企業者とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。 

⑷  「⑫」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額の明細書」の「㉑」欄のＢの金額を記載します。 

⑸ 租税特別措置法施行令（以下「措令」といいます。）第５条の６の４第７項第１号に掲げる場合に該当す

る場合には、「基準雇用者給与等支給額の計算」の各欄は記載を要せず、「②」欄には「１」と記載します。 

⑹ 「⑭」欄は、平成25年分以前に事業を開始した場合には「25」を、平成26年分以後に事業を開始した場合

には当該事業を開始した日の属する年分を記載します。 

⑺ 「⑰」欄の「基準雇用者給与等支給額（⑮×⑯）」は、次に掲げる場合に該当する場合には、「基準雇用者

給与等支給額（⑮×⑯×
70

100
）」として記載します。 

 イ 措法第10条の５の４第２項第４号ロに掲げる場合 

ロ 措令第５条の６の４第７項第２号又は第３号に掲げる場合 

⑻ 措令第５条の６の４第10項に規定する継続雇用者給与等支給額が「０」である場合には、｢㉕｣欄のＡ及び

「㉖」欄のＡの各欄には「１」と記載し、同条第12項に規定する継続雇用者比較給与等支給額が「０」であ

る場合には、「㉖」欄のＢには「１」と記載します。 

２ 提出先 

    納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

   措法第10条の５の４ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥063 生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関

する明細書 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成  年分）          氏 名 

 
種 類 ①      

構造、設備の種類又は区分 ②      

細 目 ③      

取 得 年 月 日 ④ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 

事業の用に供した年月日 ⑤ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 

取 得 価 額 又 は 製 作 価 額 ⑥ 

円 円 円 円 円 

所 得 税 額 の 特 別 控 除 額 の 計 算  

取 得 価 額 の 合 計 額 

（⑥の合計） 
⑦ 

円 
事 業 所 得 に 係 る 

所 得 税 額 
⑭ 

円 

同 上 の う ち 建 物 

及 び 構 築 物 に 係 る 額 
⑧ 

 
本 年 税 額 基 準 額 

（ ⑭ × 
20

100
 ） 

⑮ 

 

⑦ の う ち ⑤ が 特 定 期 間 内 

で あ る も の に 係 る 額 
⑨  

本 年 税 額 控 除 可 能 額 

（⑬と⑮のうち少ない金額） 
⑯ 

 

同 上 の う ち 建 物 

及 び 構 築 物 に 係 る 額 
⑩  所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑰ 

 

  
（（⑦－⑧）－（⑨－⑩）） 

×
４

100
＋(⑧－⑩)×

２

100
 

⑪  
所得税額の特別控除額 

（⑯－⑰） 
⑱ 

 

 
(⑨－⑩)×

５

100
 

＋ ⑩×
３

100
 

⑫  

 

 

税 額 控 除 限 度 額 

（⑪＋⑫） 
⑬  

機 械 設 備 等 の 概 要  

 

 

 

 

 

 

生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

資

産

区

分 

税

額

控

除

限

度

額

の

計

算 

 

特

定

期

間

分 

外

の

期

間

分 

特

定

期

間

以

上 



108 

改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 

 この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第10条の５の５第５項

及び第６項に規定する生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合

に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

⑴ 「①」欄から「③」欄には、生産性向上設備等の耐用年数省令別表第一、別表第二又は別表第

三に定める種類、構造、設備の種類、細目等を記載します。 

⑵ 「⑥」欄には、所得税法（以下「所法」といいます。）第42条又は第43条の規定の適用を受け

た資産については、実際の取得（製作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載しま

す。 

⑶  「⑭」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

     総所得金額に係る所得税額 × 
事業所得の金額                
総所得金額

 

(注) １ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、措法第10

条から第10条の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除

（措法41、41の３の２）、政党等寄附金特別控除（措法41の18）、認定ＮＰＯ法人等寄附

金特別控除（措法41の18の２）、公益社団法人等寄附金特別控除（措法41の18の３）、住

宅耐震改修特別控除（措法41の19の２）、住宅特定改修特別税額控除（措法41の19の３）、

認定住宅新築等特別税額控除（措法41の19の４）、外国税額控除（所法95）及び東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の２から第10条

の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算した額です。 

   ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得

金額の合計額です。 

⑷ 「⑰」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「㉒」欄のＢの金

額を記載します。 

⑸ 「機械設備等の概要」欄には、減価償却資産が生産性向上設備等に該当することの詳細を記載

します。 

２ 提出先 

 納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

 措法第 10 条の５の５ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥064 情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に

関する明細書（平成 22年分用） 

 
 

個⑥062-1 情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に

関する明細書（平成 22年分用） 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥064-1 情報基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控

除に関する明細書(本表) 

 

個⑥063 情報基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除に

関する明細書(本表) 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥064-2 情報基盤強化設備等に係る繰越税額控除限度超過額の計算

上控除される金額に関する明細書（付表） 

 

個⑥064 情報基盤強化設備等に係る繰越税額控除限度超過額の計算上控

除される金額に関する明細書（付表） 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個⑥065 情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース

特別控除取戻税額に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥065 教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関す

る明細書 

 

 

個⑥066 教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する

明細書 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥066 中小企業者の教育訓練費の額に係る所得税額の特別控除に関

する明細書 

 

個⑥067 中小企業者の教育訓練費の額に係る所得税額の特別控除に関す

る明細書 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥067 所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書【表面】 

 
 

個⑥067-1 所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書【表面】 

 

 

 

所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書 

                                                    

所 得 税 額 超 過 額 の 計 算 

本 年 税 額 控 除 可 能 額 ① 
(㊱のＡ)         円 所 得 税 額 か ら 控 除 

さ れ る 特 別 控 除 額 

(①と②のうち少ない金額 ) 

③ 
円 

本 年 分 の 事 業 所 得 

に 係 る 所 得 税 額 
②  

所 得 税 額 超 過 額 

(①－③) 
④  

所  得  税  額  超  過  構  成  額  の  明  細 

措法第 1 0 条の 6 

第１項各号の該当号 
年    分 

本年税額控除可能額 所得税額超過構成額 

Ａ Ｂ 

第１号 

前年繰越分 平成   年分 
⑤ 総額 円 円 

⑥ 特別   

本 年 分  
⑦ 総額   

⑧ 特別   

第２号 
前年繰越分 平成   年分 ⑨   

本 年 分  ⑩   

第３号 本 年 分  ⑪   

第４号 
前年繰越分 平成   年分 ⑫   

本 年 分  ⑬   

第５号 

前年繰越分 平成   年分 ⑭   

本 年 分  
⑮ 

生産性
以 外   

⑯ 生産性   

第６号 本 年 分  ⑰   

第７号 本 年 分  ⑱   

第８号 
前年繰越分 平成   年分 ⑲   

本 年 分  ⑳   

第９号 本 年 分  ㉑   

第10号 本 年 分  ㉒   

平成 24年改正前

の第６号 

前年繰越分 

平成   年分 ㉓   

平成   年分 ㉔   

平成   年分 ㉕   

計 ㉖   

本 年 分  ㉗   

平成23年12月改正前

の第４号 

前年繰越分 平成   年分 ㉘   

本 年 分  ㉙   

震災特例法第10条

の２第３項若しく

は第４項、第10条

の２の２第３項若

しくは第４項又は

第10条の２の３第

３項若しくは第４

項 

前年繰越分 

平成   年分 ㉚   

平成   年分 ㉛   

平成   年分 ㉜   

計 ㉝   

本 年 分  ㉞   

震災特例法第10条の
３第１項、第10条の３
の２第１項又は第10
条の３の３第１項 

本 年 分  ㉟   

合計  ㊱  （④の金額） 

 

（平成 26年分） 氏  名                     
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改 正 後 改 正 前 

個⑥067 所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書【裏面】 

 

個⑥067-1 所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書【裏面】 

 

 

所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書 

 
この明細書は、個人が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第10条の６の規定の適用を受ける場

合（震災特例法第10条の４などの規定により読み替えて適用する場合を含みます。）に使用します。 

この明細書は、この規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

(1)  「第１号」欄の「総額」には試験研究費の総額に係るものを記載し、「特別」には特別試験研究費 

に係るものを記載します。 

(2)  「所得税額超過構成額Ｂ」欄の各欄には、「所得税額超過額④」の金額が控除可能期間（措法第10条

の６第１項に規定する控除可能期間をいいます。）の最も長いものから順次成るものとした場合に同

項に規定する所得税額超過額を構成する部分の金額を記載します。 

(3) 「本年控除可能額Ａ」の各欄は次の金額を記載します。 

⑦ 「試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書」の⑨欄の金額 

⑧ 「試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書」の⑯欄の金額 

⑨ 「中小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑩欄の金額 

⑩ 「中小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑤欄の金額 

⑪ 「試験研究費の増加額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書」の⑰欄の金額 

⑫ 「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑰

欄の金額 

⑬ 「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑫

欄の金額 

⑭ 「中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の㉓欄の金額 

⑮ 「中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑫欄の金額 

⑯ 「中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑱欄の金額 

⑰ 「雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑬欄の金額 

⑱ 「国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る所得税額の特別控除に関する明細書」の⑪欄の

金額 

⑲ 「特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑰欄の

金額 

⑳ 「特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑫欄の

金額 

㉑ 「雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑪欄の金額 

㉒ 「生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑯欄の金額 

㉖ 「沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」

の⑯欄の金額 

㉗ 「沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」

の⑪欄の金額 

㉘ 「エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑱欄

の金額 

㉙ 「エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑬欄

の金額 

㉝ 「復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、企業立地促進区域に

おいて機械等を取得した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域において機械等を取得した場

合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑲欄の金額 

㉞ 「復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、企業立地促進区域に

おいて機械等を取得した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域において機械等を取得した場

合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑭欄の金額 

㉟ 「復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除、企業立地促進区

域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域において避難

対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」の⑩欄の金額 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  措法第10条の６、震災特例法第10条の４第１項 等 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥71-1 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費参入

に関する明細書  

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入に関する明細書 

 

 

 

 

（平成  年分）                   氏 名               

債

務

処

理

計

画

に

関

す

る

事

項 

計画策定の基とした準則 ①  

計 画 に 基 づ き 免 除 を 

受 け た 債 務 の 金 額 
② 

円 

債務の免除を受けた年月日 ③ 年    月    日 

計画に定められている債務 

免除等を行う金融機関等 
④  

事

業

の

用

に

供

さ

れ

る

資

産 

資 産 の 区 分 ⑤ 減価償却資産 ・ 繰延資産 ・ 繰延消費税額等 

減価償却資産の取得費とさ 

れる金額に相当する金額等 
⑥ 

円 

準則に定められた方法により 

評定が行われた資産の価額 
⑦ 

 

資 産 の 損 失 の 額 

（ ⑥ － ⑦ ） 
⑧ 

（赤字のときは０） 

⑧の損失の額がないものとして 

計算した不動産所得の金額、事業 

所得の金額又は山林所得の金額 

⑨ 

（赤字のときは０） 

⑧ の う ち 必 要 経 費 算 入 額 

（⑧と⑨のうち少ない方の金額） 
⑩ 

 

 

いずれか当てはま
るものを   で
囲んでください。 

不動産所得用 
事業所得用  
山林所得用  
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入に関する明細書 

 

この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第 28条の２の２又は東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第 11条の３の２に

規定する債務処理計画に基づき、その有する債務の免除を受けた場合において、減価償却資産等の損失の必要経

費算入の特例の適用を受けるときに使用します。 

この明細書及び債務処理計画に関する書類については、この特例の適用を受ける年分の確定申告書に添付して

ください。 

なお、当該免除により受ける経済的な利益の価額について所得税法（以下｢所法｣といいます。）第 44条の２第

１項の規定を受ける場合には、措法第 28条の２の２又は震災特例法第 11条の３の２の規定を適用することはで

きませんので、ご注意ください。 

１ 記載要領 

 (1) 「②」欄には、債務の免除を受けた金額を書いてください。 

(2) 「⑤」欄は、該当する資産を○で囲んでください。 

(3) 「⑥」欄には、資産の区分に応じて次の金額を書いてください。 

  イ 減価償却資産 ……… 債務の免除を受けた日にその減価償却資産の譲渡があったものとみなして

所法第 38条第２項の規定（その減価償却資産が昭和 27年 12月 31日以前から

引き続き所有していたものである場合には、同法第 61 条第３項の規定）を適

用した場合にその減価償却資産の取得費とされる金額に相当する金額 

  ロ 繰延資産 …………… その繰延資産の額からその償却費として所法第 50 条の規定により債務の免

除を受けた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、

山林所得の金額又は雑所得の金額（以下｢事業所得等｣といいます。）の計算上

必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額 

  ハ 繰延消費税額等 …… その繰延消費税額等のうち既に所得税法施行令（以下「所令」といいます。）

第 182 条の２第３項又は第４項の規定により当該債務の免除を受けた日の属

する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金

額の累積額を当該繰延消費税額等から控除した金額 

 なお、この特例の適用を受けた方が、次の①から③の計算をする場合、措法第 28 条の２の２第１項の規定

により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた金額

に相当する金額は、その有する債務の免除を受けた日において、当該減価償却資産若しくは繰延資産の償却費

としてその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額又は

当該繰延消費税額等のうち既に所令第182条の２第３項若しくは第４項の規定によりその者の同日の属する年

分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすことになりますのでご注意

ください。 

① 減価償却資産又は繰延資産につき所法第 49 条第１項又は第 50 条第１項の規定により措法第 28 条の２の

２第１項に規定する債務処理計画に基づきその有する債務の免除を受けた日以後の期間に係る償却費の額

を計算する。 

② 繰延消費税額等につき所令第182条の２第４項の規定によりその有する債務の免除を受けた日以後の期間

に係る事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をする。 

③ 措法第 28 条の２の２第１項に規定する対象資産につきその有する債務の免除を受けた日以後譲渡（所法

第 33 条第１項の譲渡をいいます。）、相続、遺贈又は贈与があった場合において事業所得の金額、譲渡所得

の金額又は雑所得の金額を計算する。 

２ 提出先 

納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

措法第 28条の２の２、震災特例法第 11条の３の２ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥076 被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件に該当する事実を

明らかにする明細書【裏面】 

 

 

個⑥076 被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件に該当する事実を明

らかにする明細書【裏面】 

 

 

被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件に該当する事実を明らかにする明細書 

 

 この明細書は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令（以下「震災特

例法令」といいます。）第 13 条の２第２項に規定する共同住宅又は長屋に係る各独立部分の賃貸が同項第５号

に規定する公募の方法により行われた旨を明らかにする場合に使用します。 

 なお、平成 26年改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令（以下

「旧震災特例法令」といいます。）第 13 条の２第２項に規定する共同住宅又は長屋に係る各独立部分の賃貸が

同項第５号に規定する公募の方法により行われた旨を明らかにする場合にも、使用します。 

 この明細書は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」

といいます。）第 11 条の２に規定する被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用を受ける年分の確定申告書に

添付してください。 

１ 記載要領 

 ⑴ この明細書は、共同住宅又は長屋ごとに別行で記載します。 

 ⑵ 「②」欄には、その共同住宅又は長屋の全体の独立部分の戸数を記載します。 

 ⑶ 「③」欄には、公募の対象とした被災者向け部分の戸数及び室番号を記載します。 

 ⑷ 「④」欄には、その独立部分について行った公募の方法（東日本大震災の被災者に優先して賃貸するこ

と及びその独立部分の床面積が 50 ㎡未満の場合にあっては東日本大震災の被災者に優先して賃貸するこ

と又は単身者に優先して賃貸することが明らかにされているものに限ります。）を、例えば「テレビ広告」、

「インターネット広告」、「新聞広告」、「雑誌広告」、「車内広告」、「折込広告」などのように具体的に記載

します。 

 ⑸ 「⑥」欄には、その共同住宅又は長屋について実施した公募対象地域を、例えば、「宮城県内全域」など

のように具体的に記載します。 

 ⑹ 「⑧」欄には、応募者の範囲につき制限をしている場合に、その制限の内容を記載するとともに、その

制限をしている理由を「備考」欄に記載します。 

 ⑺ 「⑨」欄には、貸借の申込みを受理した件数が、公募を行った独立部分の戸数を超えるような場合にお

ける賃借人の選定方法について、例えば「東日本大震災の被災者を優先して賃貸」や、独立部分の床面積

が 50㎡未満である場合にあっては「単身者に優先して賃貸」などのように具体的に記載します。 

 ⑻ 「備考」欄には、上記⑹による記載事項のほか、１回の公募で募集を行った戸数を満たす数の賃借人が

選定されなかった場合又は賃借人を選定した後において賃借人が入居しなかった場合若しくは退去した場

合の賃借人の募集方法（これらの場合の募集も公募の方法によることが必要です。）を記載します。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

震災特例法第 11 条の２、（旧）震災特例法令第 13 条の２、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律施行規則第３条の２ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥077-1 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する明細書【表面】 

 

個⑥077-1 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する明細書【表面】 

 

被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する明細書 

 
                                                    

被 災 者 向 け 優 良 賃 貸 住 宅 の 種 類 ① 建物・建物附属設備 建物・建物附属設備 建物・建物附属設備 

適

用

要

件

等 

家 屋 の 構 造 又 は 設 備 の 名 称 ②    

細 目 及 び 耐 用 年 数 ③ （       年） （        年） （       年） 

同 上 の 所 在 地 ④    

取 得 等 年 月 日 ⑤ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 

新築等の後、最初に賃貸の用に供した年月日 ⑥ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 平  ・  ・ 

建 物 全 体 の 床 面 積 ⑦ ㎡ ㎡ ㎡ 

貸 家 部 分 の 床 面 積 （⑦に占める割合） ⑧ ㎡ ％ ㎡ ％ ㎡ ％ 

被 災 者 向 け 優 良 
賃 貸 住 宅 の 床 面 積 （⑦に占める割合） ⑨ ㎡ ％ ㎡ ％ ㎡ ％ 

建 物 全 体 の 取 得 価 額 ⑩ 円 円 円 

貸 家 部 分 の 取 得 価 額 ⑪    

３．３平方メートル当たりの取得価額(   ×3.3) ⑫    

家 屋 及 び 建 築 物 の 区 分 ⑬ 
共 同 住 宅 ・ 長 屋 

耐火建築物・準耐火建築物 

共 同 住 宅 ・ 長 屋 

耐火建築物・準耐火建築物 

共 同 住 宅 ・ 長 屋 

耐火建築物・準耐火建築物 

各 独 立 部 分 ご と の 床 面 積 ⑭ 

㎡ 戸 ㎡ 戸 ㎡ 戸 

㎡ 戸 ㎡ 戸 ㎡ 戸 

㎡ 戸 ㎡ 戸 ㎡ 戸 

生 活 用 設 備 の 有 無 ⑮ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

被 災 者 向 け 優 先 公 募 の 有 無 ⑯ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

単 身 者 向 け 優 先 公 募 の 有 無 ⑰ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

適 正 家 賃 要 件 ⑱ 該当 ・ 非該当 該当 ・ 非該当 該当 ・ 非該当 

該 当 す る 独 立 部 分 の 戸 数 ⑲ 戸 戸 戸 

⑲のうちその床面積が 50 ㎡以上であるものの戸数 ⑳    

償 
 

却 
 

費 
 

の 
 

計 
 

算 

建
物
全
体
の
償
却
費
の
計
算 

建物全体の取得価額（償却保証額） ㉑ 
円 

（        ） 
円 

（         ） 
円 

（        ） 

償 却 の 基 礎 と な る 金 額 ㉒    

償 却 方 法 ㉓    

償 却 率 又 は 改 定 償 却 率 ㉔   0.   0.   0. 

使 用 期 間 ㉕    

建 物 全 体 
の 償 却 費 

貸家部分（㉒×㉔×㉕×⑧％） ㉖ 円 円 円 

上記以外（㉒×㉔×㉕×(１－⑧％)) ㉗    

割 

増 

償 

却 

部 

分 

の 

計 

算 

被災者向け優良賃貸住宅の償却費(㉒×㉔×⑨％) ㉘    

割 増 償 却 率 ㉙    

割 増 償 却 期 間 ㉚    

割 増 償 却 可 能 額 （ ㉘ × ㉙ × ㉚ ） ㉛ 円 円 円 

前年から繰り越された割増償却可能額（前年分の㉟） ㉜    

本年分割増償却可能額計 (㉛＋㉜ ) ㉝    

本年必要経費に算入した割増償却費 ㉞    

翌年に繰り越した割増償却可能額 ㉟    

普 通 償 却 費 の 額 
㉖×（１－    ） ㊱    

㉘ × （ ㉕ － ㉚ ） ㊲    

本年分の償却費の額（ ㉞ ＋ ㊱ ＋ ㊲ ） ㊳    

参 
 

考 

建 物 全 体 の 償 却 費 の 累 計 
（㉗＋ ㊳ ＋ 前年までの償却費の累積額） 

㊴    

本年末の未償却残高（  ㉑  －  ㊴  ） ㊵    

そ の 他 参 考 と な る 事 項 ㊶ 

 

 

 

（平成   年分） 氏 名                             

⑪ 

⑧㎡ 

 月 

  12 

 月 

  12 

 月 

  12 

 

  100 

 

  100 
 

  100 

 月 

  12 

 月 

  12 
 月 

  12 

⑨㎡ 

⑧㎡ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥077-1 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する明細書【裏面】 

 

個⑥077-1 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する明細書【裏面】 

 

 

被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する明細書 

 

この明細書は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」

といいます。）第11条の２に規定する被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用を受ける場合に使用します。 

なお、所有権移転外リース取引により取得した被災者向け優良賃貸住宅については、この割増償却の適用

はありません。 

この明細書は、この割増償却の適用を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

⑴ 「①」欄は、その被災者向け優良賃貸住宅が「建物」又は「建物附属設備」のいずれの種類に該当す

るかの区分に応じ、それぞれ該当するものを○で囲みます。 

⑵ 「②」欄には、建物についてはその構造を、建物附属設備についてはその設備の名称を記載します。 

 ⑶ 「③」欄には、耐用年数省令別表第一に基づきその細目を記載します。また、（ ）内には新築の時の

耐用年数を記載します。 

⑷ 「④」欄には、その被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供している特定激甚災害地域(東日本大震災

により激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第２条第１項に規定する激甚災害を受

けた地域として東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「震災

特例法令」といいます。)第13条の２第１項で定める地域)の市町村名を「宮古市」、「仙台市」、「福島市」

などと記載します。 

⑸ 「⑫」欄には、その各独立部分に係る共同住宅又は長屋の3.3平方メートル当たりの取得価額を記載し

ます。 

⑹ 「⑭」欄には、この割増償却の適用を受けようとする各独立部分の床面積を記載します。 

⑺ 「⑮」欄には、この割増償却の適用を受けようとする各独立部分が専用の台所、浴室、便所及び洗面

設備を備えたものであるかどうかの区分に応じ、いずれかを○で囲みます。 

⑻ 「⑯」欄には、この割増償却の適用を受けようとする各独立部分の賃貸が公募の方法(東日本大震災の

被災者に対し優先して賃貸することが明らかにされているものに限ります。また、賃貸住宅が地方公共

団体に貸し付けられ、その地方公共団体が賃貸する場合を含みます。)により行われたものであるかどう

かの区分に応じ、いずれかを○で囲みます。 

⑼ 「⑰」欄には、この割増償却の適用を受けようとする各独立部分の賃貸が公募の方法（単身者に対し

て優先して賃貸することが明らかにされているものに限ります。また、賃貸住宅が地方公共団体に貸し

付けられ、その地方公共団体が賃貸する場合を含みます。）により行われたものであるかどうかの区分に

応じ、いずれかを○で囲みます。 

⑽ 「⑱」欄には、この割増償却の適用を受けようとする各独立部分の賃貸に係る家賃の額が、国土交通

大臣が定める方法(平成23年12月国土交通省告示第1288号)によって算定された額を超えないものに該当

するかどうかに応じ、いずれかを○で囲みます。 

⑾ 「⑲」欄には、震災特例法令第13条の２第２項に規定する要件に該当する各独立部分の戸数を記載し

ます。また、「⑳」欄には、「⑲」欄の戸数のうち、その床面積が50平方メートル以上のものの戸数を記

載します。 

⑿ 「㉗」欄の分子は、被災者向け優良賃貸住宅の新築時における法定耐用年数が次のいずれかに該当す

るかの区分に応じ、それぞれ次の割増償却率を記載します。 

① 耐用年数が35年以上である場合･･･「170」 

② 耐用年数が35年未満である場合･･･「150」 

 ⒀ 「㉝」欄には、「㉙」欄の割増償却可能額の全額をその年分の必要経費に算入しなかったため翌年に繰

り越す割増償却可能額がある場合に、その繰り越した金額を記載します。 

(注) 「㉚」欄の金額は、更に翌年に繰り越すことはできません。 

２ 提出先 

納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

震災特例法第11条の２、平成26年改正震災特例法令附則第２条 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥077-2 被災代替資産の特別償却に関する明細書【裏面】 

 

個⑥077-2 被災代替資産の特別償却に関する明細書【裏面】 

 

被災代替資産等の特別償却に関する明細書 

 

 この明細書は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」と

いいます。）第 11条第１項に規定する被災代替資産等の特別償却の適用を受けるときに使用します。 

 この明細書は、この特別償却の適用を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「①」欄は、その被災代替資産等が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律施行令第 13 条第１項各号に掲げる資産（以下「被災代替資産」といいます。）又はそれ以外の資産（以下

「被災区域内供用資産」といいます。）のいずれに該当するかの区分に応じ、該当するものを○で囲みます。 

 ⑵ 「②」欄には、減価償却資産の耐用年数に関する省令（以下「耐用年数省令」といいます。）別表第一の「種

類」又は耐用年数の適用等に関する取扱通達（以下「耐用年数通達」といいます。）付表 10の「設備の種類」

を記載しますが、その適用対象資産が機械及び装置である場合には、耐用年数通達付表 10の番号を（ ）内

に記載します。 

 ⑶ 「③」欄には、適用対象資産が建物である場合にはその構造を、それ以外のものである場合にはその設備

等の名称を記載します。 

 ⑷ 「⑥」欄及び「⑦」欄には、「①」欄の「被災代替資産」を○で囲んだ資産について、次により記載します。 

  ア 用途は、「事務所用」、「工場用」などと記載しますが、被災代替資産が機械及び装置である場合には、耐

用年数省令別表第二の「設備の種類」を記載します。 

  イ （ ）内には、被災代替資産が建物（その附属設備を含みます。）である場合に、建物全体の床面積を記

載します。 

 ⑸ 「⑧」欄には、所得税法第 42 条又は第 43 条の規定の適用を受けた資産については、実際の取得（製作）

価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載します。 

 ⑹ 「⑮」欄には、通常の使用期間を超えて使用した機械及び装置について、所得税法施行令第 133 条の規定

による増加償却の特例の適用を受けることとしたときに、その増加償却費の額を記載します。 

 ⑺ 「特別償却費」の各欄は、次によります。 

  ア 「⑰」欄は、次の区分に応じ次の金額を記載します。 

   (ア) 被災代替資産である建物（その附属施設を含みます。）・・・その取得価額（「⑧」欄の金額）のうち

滅失等をした建物の床面積の 1.5倍に相当する床面積の部分に対応する取得価額 

(イ) 上記以外の被災代替資産等・・・その取得価額（「⑧」欄の金額） 

  イ 「⑱」欄には、適用対象資産の種類、取得等の時期及び中小企業者等の区分に応じ、次の表の特別償却

率を記載します。 

        取得等の時期等 

資産の種類 

平 23．３．11～平 28．３．31 

中小企業者 左記以外の個人 

⑴ 建物又は構築物 18％ 15％ 

⑵ 機械及び装置 36％ 30％ 

⑶ 船舶、航空機又は車両及び運搬具 36％ 30％ 

   ※ 中小企業者とは、常時使用する従業員の数が 1,000人以下の個人をいいます。 

 ⑻ 「○26」欄には、被災区域内供用資産の事業の用に供した区域、被災代替資産である構築物又は機械及び装

置の規模又は機能並びに代替された滅失等をした資産の規模又は機能などこの特別償却の適用に関し参考

となるべき事項を記載します。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  震災特例法第 11条 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥077-3 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得

税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所

得税額の特別控除又は避難解除区域において機械等を取得した場合の所

得税額の特別控除に関する明細書【表面】 

 

個⑥077-3 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税

額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所得税

額の特別控除又は避難解除区域において機械等を取得した場合の所得税

額の特別控除に関する明細書【表面】 

 
 

 
 

（平成   年分）                               氏 名            

税額控除に関する規定の該当条 ① 震災特例法第10条の２・震災特例法第10条の２の２・震災特例法第10条の２の３ 

事業の内容及び認定地方公共団体の名称
等、提出企業立地促進計画の提出があっ
た日等又は避難等指示が解除された日等  

②      

資

産

区

分 

種 類 ③      

構造、設備の種類又は区分 ④      

細 目 ⑤      

取 得 年 月 日 ⑥ 平  ･  ･ 平  ･  ･ 平  ･  ･ 平  ･  ･ 平  ･  ･ 

事 業 の 用 に 供 し た 年 月 日 ⑦ 平  ･  ･ 平  ･  ･ 平  ･  ･ 平  ･  ･ 平  ･  ･ 

取 得 価 額 又 は 製 作 価 額 ⑧ 
円 円 円 円 円 

所 得 税 額 の 特 別 控 除 額 の 計 算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翌 年 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算 

 

 

復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、 

企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除又は 

避難解除区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 

  

 

 

年  分 
前 年 繰 越 額 又 は 
本 年 税 額 控 除 限 度 額 

本 年 控 除 可 能 額 等 
翌 年 繰 越 額 

（㉓－㉔） 

㉓ ㉔ ㉕ 

平成   年分 
（４年前の年分） 

円 円 
 

平成   年分 

（３年前の年分） 

  外             円 

平成   年分 

（ 前 々 年 分 ） 

   外              

平成   年分 

（ 前 年 分 ） 

   外              

計 
 （⑲の金額）                

本  年  分 
（⑪の金額） （⑭の金額）  外              

合     計    

機 械 設 備 等 の 概 要 

 

本 

 

 

年 

 

 

分 

取 得 価 額 の 合 計 額 
(⑧の合計) 

⑨ 
円 

同上のうち建物及びその附属 

設備並びに構築物に係る額 
⑩  

税 額 控 除 限 度 額 

（(⑨－⑩)×
 15 
100＋⑩× ８    

100 ） 
⑪  

本年分の事業所得に係る所得税額 ⑫  

本 年 税 額 基 準 額 

（⑫×
 20 
100） 

⑬  

本 年 税 額 控 除 可 能 額 
(⑪と⑬のうち少ない金額) 

⑭  

所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑮  

本 年 税 額 控 除 額 
（⑭－⑮） 

⑯  

 

前

年

繰

越

分 

差 引 本 年 税 額 基 準 額 残 額 

（⑬－⑭） 
⑰ 

円 

繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 

（○23 の計） 
⑱  

同上のうち本年繰越税額控除可能額 

(⑰と⑱のうち少ない金額) 
⑲  

所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑳  

本 年 繰 越 税 額 控 除 額 

（⑲－⑳） 
㉑  

所 得 税 額 の 特 別 控 除 額 

（⑯＋㉑） 
㉒  
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改 正 後 改 正 前 

個⑥077-3 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得

税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所

得税額の特別控除又は避難解除区域において機械等を取得した場合の所

得税額の特別控除に関する明細書【裏面】 

 

個⑥077-3 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税

額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所得税

額の特別控除又は避難解除区域において機械等を取得した場合の所得税

額の特別控除に関する明細書【裏面】 

 

復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、  

企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除又は  

避難解除区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

この明細書は、個人が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震

災特例法」といいます。）第10条の２第３項若しくは第４項に規定する復興産業集積区域等において機械等

を取得した場合の所得税額の特別控除、同法第10条の２の２第３項若しくは第４項に規定する企業立地促

進区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除又は同法第10条の２の３第３項若しくは第４

項に規定する避難解除区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合に使

用します。 

この明細書は、これらの特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

 

１ 記載要領 

⑴ 「①」欄は、適用を受ける規定に応じて、該当する区域を○で囲みます。 

⑵ 「②」欄には、次により記載します。 

 イ 震災特例法第10条の２第３項又は第４項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第１

項に規定する認定地方公共団体の名称及び同項の表の各号のいずれかの区域の名称を記載します。 

 ロ 震災特例法第10条の２の２第３項又は第４項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条

第１項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあった日（企業立地促進区域（同項に規定する企

業立地促進区域をいいます。）の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあ

っては、当該変更について提出のあった日）及び福島復興再生特別措置法第４条第４号イからホま

でに掲げる指示の全てが解除された日を記載します。 

 ハ 震災特例法第10条の２の３第３項又は第４項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条

第１項に規定する避難等指示が解除された日及び福島復興再生特別措置法第４条第４号ハに掲げる

指示が解除された日を記載します。 

⑶ 「③」欄、「④」欄及び「⑤」欄には、震災特例法第10条の２第１項各号の第５欄に掲げる減価償却

資産又は同法第10条の２の２第１項若しくは同法第10条の２の３第１項に掲げる特定機械装置等の

耐用年数省令別表第一又は別表第二に定める種類、構造等を記載します。 

⑷ 「⑧」欄には、所得税法（以下「所法」といいます。）第42条又は第43条の規定の適用を受けた資産

については、実際の取得（製作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載します。 

⑸ 「⑫」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

   総所得金額に係る所得税額 ×
事業所得の金額          
総所得金額

 

(注) １ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、租税特別措置法

（以下「措法」といいます。）第10条から第10条の６までの所得税額の特別控除、（特定増改

築等）住宅借入金等特別控除（措法41、41の３の２）、政党等寄附金特別控除（措法41の18）、

認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（措法41の18の２）、公益社団法人等寄附金特別控除（措法

41の18の３）、住宅耐震改修特別控除（措法41の19の２）、住宅特定改修特別税額控除（措法

41の19の３）、認定住宅新築等特別税額控除（措法41の19の４）、外国税額控除（所法95）及

び震災特例法第10条の２から第10条の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しない

で計算した額です。 

 ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の

合計額です。 

⑹ 「⑮」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「㉞」欄のＢの金額を記

載します。 

⑺ 「⑳」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「㉝」欄のＢの金額を記

載します。 

⑻ 「㉕」欄の外書きには、措法第10条の６の所得税の額から控除される特別控除額の特例の規定の適

用を受ける場合（震災特例法第10条の４などの規定により読み替えて適用する場合を含みます。）に、

「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の各欄の金額

を記載します。 

    この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて書きます。 

２ 提出先 

納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

震災特例法第10条の２、第10条の２の２、第10条の２の３ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥077-4 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の

所得税額の特別控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇

用した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域において避難対象雇

用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する明細書【裏面】 

 

個⑥077-4 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所

得税額の特別控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用し

た場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域において避難対象雇用者

等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する明細書【裏面】 

 

 

復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除、 

企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除又は 

避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、個人が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」

といいます。）第 10条の３第１項に規定する復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特

別控除、震災特例法第 10 条の３の２第１項に規定する企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合

の所得税額の特別控除又は震災特例法第 10 条の３の３第１項に規定する避難解除区域において避難対象雇用者等を

雇用した場合の所得税額の特別控除の適用を受けるときに使用します。 

 この明細書は、これらの特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

 「⑦」欄は、震災特例法第 10条の３第１項の規定の適用を受ける場合には「又は（⑥×20/100）」を消し、震

災特例法第 10 条の３の２第１項及び第 10 条の３の３第１項の規定の適用を受ける場合には「（③×10/100）又

は」を消します。 

 「⑧」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

                      事業所得の金額  

                       総所得金額 

 (注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、租税特別措置法（以下「措

法」といいます。）第 10 条から第 10 条の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特

別控除（措法 41、41の３の２）、政党等寄附金特別控除（措法 41の 18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控

除（措法 41の 18の２）、公益社団法人等寄附金特別控除（措法 41の 18の３）、住宅耐震改修特別控除（措

法 41の 19の２）、住宅特定改修特別税額控除（措法 41の 19 の３）、認定住宅新築等特別税額控除（措法

41の 19の４）、外国税額控除（所得税法 95）及び震災特例法第 10条の２から第 10条の４までの所得税額

の特別控除の規定などを適用しないで計算した額です。 

    ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額です。 

 「⑪」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「○35」欄のＢの金額を記載します。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  震災特例法第 10条の３、第 10条の３の２、第 10条の３の３ 

総所得金額に係る所得税額 × 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥079 申告書Ａ第一表 個⑥079 申告書Ａ第一表 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥080 申告書Ａ第二表 個⑥080 申告書Ａ第二表 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥081 申告書Ｂ第一表 個⑥081 申告書Ｂ第一表 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥082 申告書Ｂ第二表 個⑥082 申告書Ｂ第二表 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 個⑥084 申告書第三表（分離課税用）（平成十五年分以降用） 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥087 申告書第五表（修正申告用・別表 個⑥087 申告書第五表（修正申告用・別表） 



138 

改 正 後 改 正 前 

個⑥089 確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰

越控除用）【１面】 

個⑥089 確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰

越控除用）【１面】 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥089 確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰

越控除用）【２面】 

個⑥089 確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰

越控除用）【２面】 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥090 所得税及び復興特別所得税の申告書付表（先物取引に係る繰越

損失用） 

個⑥090 所得税及び復興特別所得税の申告書付表（先物取引に係る繰越

損失用） 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥090-1 所得税及び復興特別所得税の申告書付表（先物取引に係る繰

越損失用）（東日本大震災の被災者の方用） 

（新設） 

  一連番号 
   

平成  年分の所得税及び復興特別所得税の  申告書付表 
（東日本大震災の被災者の方用） 

住   所  
フ リ ガ ナ 

 

氏 名 

 

 

この付表は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定により、雑損失の繰越控除の特例の適用を受ける方

で、租税特別措置法第 41条の 15 ⦅先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除⦆ の規定の適用を受ける方が前年から繰り越された前３年分の
先物取引の差金等決済に係る損失の金額を本年分の先物取引に係る雑所得等の金額から控除する場合や翌年以後に繰り越される前２年分及び
本年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合に使用します。 
 

１ 先物取引に係る雑所得等の金額 

２ 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の計算 

３ 翌年以後に繰り越される雑損失の計算 

○ 次の該当する欄を書いてください。 

 

本 年 分 の 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 ① 
円 

Ａ 
 
  年 
（３年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 先 物 取 引 の 
差 金 等 決 済 に 係 る 所 得 の 損 失 の 額 ② 

円 

本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 
（ ① と ② の い ず れ か 低 い 方 の 金 額 ） ③ 

（赤字のときは０） 

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 差 引 金 額 
（ ① － ③ ） ④ 

 

Ｂ 
 
 
  年 
（２年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 先 物 取 引 の 
差 金 等 決 済 に 係 る 所 得 の 損 失 の 額 ⑤ 

 

本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 
（ ④ と ⑤ の い ず れ か 低 い 方 の 金 額 ） ⑥ 

（赤字のときは０） 

翌年分以後に繰り越して差し引かれる先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額  
（ ⑤ － ⑥ ） ⑦ 

 

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 差 引 金 額 
（ ④ － ⑥ ） ⑧ 

 

Ｃ 
 
 
  年 
（前 年） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 先 物 取 引 の 
差 金 等 決 済 に 係 る 所 得 の 損 失 の 額 ⑨ 

 

本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 
（ ⑧ と ⑨ の い ず れ か 低 い 方 の 金 額 ） ⑩ 

（赤字のときは０） 

翌年分以後に繰り越して差し引かれる先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額  
（ ⑨ － ⑩ ） ⑪ 

 

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 差 引 金 額 
（ ⑧ － ⑩ ） ⑫  

Ａ 
 
 
  年 
（５年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 特 定 雑 損 失 の 額 ⑬ 
円 

本年分で差し引く 

特定雑損失の額 

左のうち総合課税の所得等から差し引く特定雑損失  ⑭  

左のうち先物取引の差金等決済に係る 
所 得 か ら 差 し 引 く 特 定 雑 損 失 
(⑫と（⑬－⑭）のいずれか低い方の金額) 

⑮ 
 

Ｂ 
 
 
  年 
（４年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 特 定 雑 損 失 の 額 ⑯  

本年分で差し引く 

特定雑損失の額 

左のうち総合課税の所得等から差し引く特定雑損失  ⑰  

左のうち先物取引の差金等決済に係る 
所 得 か ら 差 し 引 く 特 定 雑 損 失 
((⑫－⑮)と（⑯－⑰）のいずれか低い方の金額)  

⑱ 
 

Ｃ 
 
 
  年 
（３年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 雑 損 失 の 額 ⑲  

本 年 分 で 差 し 

引く雑損失の額 

左のうち総合課税の所得等から差し引く雑損失 ⑳  

左のうち先物取引の差金等決済に係る 
所 得 か ら 差 し 引 く 雑 損 失 
((⑫－⑮－⑱)と（⑲－⑳）のいずれか低い方の金額)  

㉑ 
 

Ｄ 
 
 
  年 
（２年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 雑 損 失 の 額 ㉒  

本 年 分 で 差 し 

引く雑損失の額 

左のうち総合課税の所得等から差し引く雑損失 ㉓  

左のうち先物取引の差金等決済に係る 
所 得 か ら 差 し 引 く 雑 損 失 

（(⑫－⑮－⑱－○21 )と（○22－○23）のいずれか低い方の金額)  
㉔ 

 

Ｅ 
 
 
  年 
（前 年） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 雑 損 失 の 額 ㉕  

本 年 分 で 差 し 

引く雑損失の額 

左のうち総合課税の所得等から差し引く雑損失 ㉖  

左のうち先物取引の差金等決済に係る 
所 得 か ら 差 し 引 く 雑 損 失 

((⑫－⑮－⑱－○21-○24 )と（○25－○26）のいずれか低い方の金額)  
㉗ 

 

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 差 引 金 額 又 は 損 失 額 
（ ⑫ － ⑮ － ⑱ － ㉑ － ㉔ － ㉗ ） 

㉘ 
 （赤字のときは△を付けないで書いてください。） 

申

告

書

へ

の

転

記

事

項 

(1) ①が黒字
の場合（０
の場合も含
みます。） 

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 
（ 上 の ① の 金 額 ） 

㉙  

本年分の先物取引に係る所得から差し引く損失額 
（ ① － ㉘ ） 

㉚  

翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の額 
（ ⑦ ＋ ⑪ ） ㉛  

(2) ①が赤字
の場合 

翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の額 
（ ⑦ ＋ ⑪ ＋ ㉘ ） 

㉜  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細

書の「合計」欄の⑫の金額の合計額を転記し

てください。 

 

前年の申告書付表（先物取引に係る繰越損失

用）の⑦の金額を転記してください。 

 

前年の申告書付表（先物取引に係る繰越損失

用）の⑪の金額を転記してください。 

 

 

前年の申告書付表（先物取引に係る繰越損失

用）の①が赤字の場合に、前年の㉒の金額を

転記してください。 

 

 

前年分までの所得から引ききれなかった５

年前の特定雑損失の金額を、前年の申告書第

四表付表(二)などから転記してください。 

 

※ 雑損失の金額は、総合課税の所得、分離

課税の土地建物等の譲渡所得、分離課税の

株式等の譲渡所得等、分離課税の上場株式

等の配当所得、分離課税の先物取引の雑所

得等、山林所得、退職所得の順で差し引き

ます。ただし、分離課税の土地建物等の譲

渡所得、分離課税の株式等の譲渡所得等、

分離課税の上場株式等の配当所得、分離課

税の先物取引の雑所得等から差し引く順

序はこれと異なる順序で差し引いても差

し支えありません。 

詳しくは、税務署におたずねください。 

 

前年分までの所得から引ききれなかった４

年前の特定雑損失の金額を、前年の申告書第

四表付表(二)などから転記してください。 

 

前年分までの所得から引ききれなかった３

年前の雑損失の金額を、前年の申告書第四表

付表(二)などから転記してください。 

 

前年分までの所得から引ききれなかった２

年前の雑損失の金額を、前年の申告書第四表

付表(二)などから転記してください。 

 

 

前年分までの所得から引ききれなかった前

年の雑損失の金額を、前年の申告書第四表付

表(二)などから転記してください。 

 

 

 

申告書第三表（分離課税用）の「所得金額」

欄の○67（申告書第四表（損失申告用）は「１

損失額又は所得金額」欄のＦの○70）に転記し

てください。 

 

申告書第三表（分離課税用）の「その他」欄

の○90（申告書第四表（損失申告用）付表(二)

は「４繰越損失を差し引く計算」欄の○82）に

転記してください。 

 

申告書第三表（分離課税用）の「その他」欄

の○91（申告書第四表（損失申告用）は「７翌

年以後に繰り越される先物取引に係る損失

の金額」欄の○86）に転記してください。 

 

申告書第三表（分離課税用）の「その他」欄

の○91（申告書第四表（損失申告用）は「７翌

年以後に繰り越される先物取引に係る損失

の金額」欄の○86）に転記してください。 

また、申告書第三表（分離課税用）の「所得

金額」欄の○67及び「その他」欄の○90 （申告

書第四表（損失申告用）は「１損失額又は所

得金額」欄のＦの○70及び申告書第四表（損失

申告用）付表(二)は「４繰越損失を差し引く

計算」欄の○82）に「０」を書いてください。 

先物取引に係
る繰越損失用 

又 は 
事 業 所 
事 務 所 
居 所 な ど 

（
平
成
二
十
六
年
分
以
降
用
）
○
こ
の
付
表
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

円 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥092 保険料を支払った場合等の課税の特例の届出書【裏面】 

 

個⑥092 保険料を支払った場合等の課税の特例の届出書【裏面】 
書  き  方 

  
１ この届出書は、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（以下「実特法」といいま

す。）（（保険料を支払った場合等の課税の特例））の規定の適用を受ける場合に、所得税及び復興特別所得税の確定申告書又は

所得税法 172 条第１項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第

17 条第５項の規定による申告書（以下「172 条申告書」といいます。）に添付します。確定申告書の提出を要しない場合であ

っても、この特例の適用を受けようとする場合は、この届出書を提出期限までに添付書類とともに所管税務署長に提出します。 

また、実特法第５条の２第５項の規定による所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする場合に、還付請求書として

使用します。 
 

２ 使用する内容に応じて、標題の                           のいずれかを抹消します。 

 

その他の各欄は次により記入します。 

 ⑴ 「１ 基本事項」の各欄 

   「居住形態」欄の各欄には居住形態の区分に応じて、「居住者」欄又は「非居住者」欄のいずれかの項目について記入し

ます。 

   非居住者の方がこの届出書を 172 条申告書と併せて提出する場合は、「当初入国年月日」、「在留期間」及び「在留資格」

の各欄の記入を省略して差し支えありません。「相手国の納税地」欄には、特定社会保険料（実特法第５条の２第３項に規

定する特定社会保険料をいいます。以下同じです。）の金額の計算の基礎となった給与等に係る条約相手国における納税地

を記入し、「相手国の納税者番号」欄には、その条約相手国において納税者番号を有する場合にその番号を記入します。ま

た、納税管理人を定めている場合（この届出書とは別に届出が必要です。）は、「納税管理人」欄にその納税管理人の氏名、

住所又は居所及び電話番号を記入します。 

 ⑵ 「２ （特定社会）保険料に関する事項」の各欄 

   保険料（実特法第５条の２第１項に規定する保険料をいいます。以下同じです。）又は特定社会保険料（以下「（特定社会）

保険料」といいます。）について記入します。 

   条約相手国内に事業所を有する雇用者により派遣される方は、「相手国法人との雇用契約」欄の「有」を、それ以外の方

は「無」をそれぞれ○を囲みます。「日本での就労期間」欄には、その雇用者のために日本で就労する期間を記入します。

「課税の特例を受けることができる事情の詳細」欄には、適用される租税条約の条項や（特定社会）保険料に関する参考と

なるべき事項を記入します。（特定社会）保険料の「種類」及び「支払（控除）年月日」の各欄に書ききれない場合は、下

の表に記入するか、適宜の用紙に記載したものを併せて提出しても差し支えありません。 

種類          

 支払(控除） 

年 月 日 
        

 

金額          

※ （特定社会）保険料の支払（控除）金額は、外貨により支払を行った場合には、原則として当該支払を行った日の対顧

客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の中値によって換算しますが、本邦通貨により外貨を購入し直ちに支払を行っ

た場合には支出した本邦通貨の額として差し支えありません。 
 
「（特定社会）保険料の支払（控除）金額（①）」欄に、支払（控除）保険料の合計額を、「（特定社会）保険料の上限（②）」

欄は次の算式により計算した金額をそれぞれ記入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜居住者の方＞ 「特例の対象となる（特定社会）保険料の額（③）」欄の額を、確定申告書第二表「社会保険料控除」の

「支払保険料」欄に転記し、「社会保険の種類」欄には「届出書のとおり」と記入します。 

＜総合課税により確定申告する非居住者の方＞ 特定社会保険料の金額の計算の基礎となる給与等の収入金額から給与所

得控除額及び特例の対象となる（特定社会）保険料の額（③）」欄の額を控除した残額を給与所得の金額として確定申告

書に記入します。 

＜172条申告書を提出する非居住者の方＞ 172条申告書の「収入金額の合計」欄の下段に、収入金額の合計額をかっこ書

きし、上段に収入金額から「特例の対象となる（特定社会）保険料の額（③）」欄の額を控除した後の額を記入します。 

⑶ 「３ 還付に関する事項」に各欄 

還付請求書として使用する場合にのみ使用します。「還付の受取場所」は、納税管理人の届出をしている場合は、納税管

理人の名義の口座を記入します。 

３ この届出書には、次の⑴（還付請求書として提出する場合は⑴及び⑵）の書類を添付する必要があります（添付する書類が

外国語で作成されている場合はその翻訳文も併せて添付してください。）。 

⑴ 条約相手国の社会保障制度に係る（特定社会）保険料について特例の適用を受ける場合・・・・・条約相手国の社会保

障制度に係る権限ある機関のその社会保障制度に係る法令の適用を受ける旨の証明書（適用証明書）及びその（特定社会）

保険料の金額を証する金額 

⑵ 給与等につき源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額を明らかにする書類等 

４ この届出書は確定申告書等に添付して、それぞれの確定申告書等の提出期限までに住所地等の所管税務署に提出します（確

定申告書の提出を要しない場合でも、この特例の適用を受けようとするときは、適用を受けようとする年分の翌年３月 15 日

までにこの届出書を提出します。）。 

  なお、還付請求書として提出する場合には、この特例の適用を受けようとする年分の翌年の 1月 1日（同日前に特定社会保

険料の総額が確定した場合にはその確定した日）以後、住所地等の所轄税務署に提出します。 

（特定社会）保険料の上限 ＝ （イ＋ロ＋ハ＋ニ）×保険料の金額の基礎となった期間の月数 
 イ 62万円×（14.996％（平成 19年）～18.3％（平成 29年））注１×１／２ 
 ロ 150万円×（14.996％（平成 19年）～18.3％（平成 29年））注１×１／２×３÷12 

 ハ 121万円×12％注２×１／２ 
 ニ 540万円×12％注２×１／２÷12 
（注）１ 厚生年金保険法第 81条第４項の表のうち、その年の 12月の属する月分に応じて定められた保険料率にな

ります。 
２ 健康保険法第 160条第１項の規定により一般保険料率として決定される率のうち最も高い率になります。 

「保険料を支払った場合等の課税の特例の届出書 

 保険料を支払った場合等の課税の特例の還付請求書」  
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改 正 後 改 正 前 

個⑥100 平成 年分収支内訳書（一般用）付表《医師及び歯科医師用》

【表面】 

個⑥100 平成 年分収支内訳書（一般用）付表《医師及び歯科医師用》

【表面】 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥101 平成 年分所得税青色申告決算書（一般用）付表《医師及び歯

科医師用》【表面】 

個⑥101 平成 年分所得税青色申告決算書（一般用）付表《医師及び歯

科医師用》【表面】 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥102 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建

物用】【４面】 

個⑥102 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建

物用】【４面】 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥105 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表）【総合譲渡用】【裏面】 個⑥105 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表）【総合譲渡用】【裏面】 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥109-4 平成 26 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書（損失申

告用）付表（東日本大震災の被災者の方用） 

（新設） 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥109-4 平成 26 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書（損失申

告用）付表（東日本大震災の被災者の方用） 
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改 正 後 改 正 前 

個⑦005 居住形態等に関する確認書【一面】 個⑦005 居住形態等に関する確認書【一面】 
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改 正 後 改 正 前 

個⑦005 居住形態等に関する確認書【二面】 個⑦005 居住形態等に関する確認書【二面】 
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改 正 後 改 正 前 

個⑦006 所得税及び復興特別所得税の準確定申告書 （所得税法第 172 条第 1

項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法第 17 条第 5項に規定する申告書）【裏面】 

 

個⑦006 所得税及び復興特別所得税の準確定申告書 （所得税法第 172 条第 1

項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法第 17 条第 5項に規定する申告書）【裏面】 

 


